
   

 

 

 

 

転職の際に自分の魅力を事業所へアピールできるのが「職務経歴書」です。書類選考を通過するには

魅力的な経歴や実績があることはもちろんですが、書類が見やすく丁寧なことがポイントになります。 

また、履歴書や職務経歴書を送付する際に簡単なあいさつ文「添え状」を同封するのもビジネスマナー

のひとつ。ビジネスではちょっとした気配りが大きな効果をもたらすことがあります！ 

フォントの種類や装飾、表の挿入、見出しなどレイアウトを読みやすくするのに役立つ Word の機能を

活用して面接官に好印象を与える応募書類を作成しましょう。 

 

 

「Wordで職務経歴書を作ろう！」 

◇対象者 ひとり親家庭等のみなさん/全ての日程に参加できる方 

◆会 場 滋賀県立男女共同参画センター（G ネットしが） 

◇日 程 ６／２５、８／２０、１０／２２、１２／２４ 全４回 毎週土曜日 

◆受講料 無料（ただし、テキスト代 1,320円、USB メモリー代 880 円は自己負担となります） 

◇託 児 希望される方は、事前にお申し出ください（６か月以上小学校就学前のお子さんを対象）  

◆申込み 令和４年６月１５日までに支援センターへお申込みください。     

        

 

 

就業・自立支援センターだより 

   

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０２２．５ 発行 

仕事・暮らしの 

耳より情報を 

お届けします☆彡 

次回講習会は・・・ 

「日商簿記初級講習会」 

※募集は公式 LINEよりお知らせいたします 

スキルアップ講習会のご案内                

公式 LINE お友だち募集中！ 

パソコン講座を受講したけれど自宅にパソコンがなくて復習できないと

いう方を対象に貸出用パソコンをご用意していますので予習復習にご活

用ください。 

また、就職活動で職務経歴書等の作成が必要な方には、支援センター内

でパソコンをご利用いただけます。応募書類の添削指導も行っています

ので希望される方は事前にご予約ください。 

 

お問い合わせ／母子家庭等就業・自立支援センター 

☎ 0748-37-5088 までお気軽にお電話下さい。 

 

パソコンを

お持ちでな

い方へ 

 



 

☎ 0748-37-5088 

 

 

 

 

滋賀県母子家庭等就業・自立支援センター 

〒523-0891 滋賀県近江八幡市鷹飼町 80-4

滋賀マザーズジョブステーション内 

TEL0748-37-5088/FAX0748-37-5488 

ＨＰアドレス http://nozomi-kai.com 

《お問い合わせ》 

ご予約・相談の受付時間 

午前９時～午後４時 

（月曜日・祝休日の翌日は閉館） 

 

養育費相談支援センター（厚生労

働省委託事業）の元家庭裁判所調査官

が行う個別相談会です。 

養育費は両親が離婚をしても子ど

もへの愛情の証になるものです。

かけがえのない子どもの今と未来

のためにひとりで悩まず相談して

みませんか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 
 

 
 

資格要件 

生活援助 
（食事・掃除・

買物・送迎等） 

介護職員初任者研修（旧ホームヘルパー3級可） 

看護師・介護福祉士のいずれかの資格を有する方 

子育て支援 
(子どもの世話 

・送迎等） 

保育士・幼稚園教諭・看護師のいずれかの資格 

を有する方 

保育に係る一定の研修を修了した方 

無料の法律相談会をしています 

家庭生活支援員になりませんか！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご興味のある方はのぞみ会事務局までお問い合わせください。 

         お問い合わせ ☎ 077-52２-2951 

近江八幡会場 令和 4 年６月５日（日） 

草津会場   令和 4 年 8 月７日（日） 

大津会場  令和 4 年１２月３日（土） 

大津会場  令和 5 年３月４日（土）  

※各日ともに午後１時～４時 

※定員 3名、１人５０分程度 

 

 

    

 

 

養育費に関する個別相談会 

養育費不要と 

言ったけど… 

未婚でも請求 

できるの？ 

離婚問題等に数多く対応している法律の専門家である弁護士と

対面での個別相談です。養育費や慰謝料、子の親権、面会交流、

財産分与など離婚に関する様々なご相談をお受けしています。 

相談をご希望されるご本人からの事前電話予約制です。予約状況

等によってお断りすることもありますが、その場合は他の相談窓

口等をご案内させていただきます。心配事を少しでも減らしてこ

れからの人生を選択していく力をつけましょう！ 

対象者：ひとり親家庭の父母、寡婦、子連れ離婚を考えている方 
事前予約制 

＊相談を希望されるご本人がご予約ください 

ひとり親家庭の日常生活をサポートする家庭生活支援員を募集中！ 

家庭生活支援員とは、ひとり親家庭の福祉の向上に理解と熱意を有

し、生活援助・子育て支援において下記のいずれかの資格等をもっ

ている有償ボランティアです。 

あなたの資格と時間を有効活用しませんか。 

 

お問い合わせ 
 

☎ 0748-37-5088 

http://nozomi-kai.com/

